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㊤歓喜の三本締め。敷田賞の贈
呈式を終えて、右から森恭彦評
議員、国連ウィーン駐在代表レ
ドさん、敷田英子夫人、安原典
子さん（2018 年 10 月 25 日
明治記念館で）

敷田賞を受けたレドさん

ウィーン
駐在代表第２回敷田賞にレドさん
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1　はじめに
　昨年 6 月にアジ研所長に就任した瀬戸で
す。改めましてよろしくお願いします。
　さて、今年は平成最後であるとともに、新
元号最初の年です。平成は、私が検事として
の経験を重ねる時期に合致しますので、この
機会に、私の検事としての人生を振り返りな
がら皆様に紹介したいと思います。
2　私にとっての平成の時代
　昭和 64 年 1 月 7 日、昭和天皇が崩御され
たとき、私は司法修習生であり、平成元年 4
月、私は東京地検検事として任官しました。
　新任である東京地検時代、裁判書類の複写
は「青焼き」と呼ばれる湿式複写であり、ま
た、各検察官にNEC製のワードプロセッサー
が配備され始め、報告書等の書類は小さな画
面をにらみながらキーボードを叩いて行って
いました。
　平成 7年 1 月 17 日、名古屋地検からパソ
コン研修に参加するため東京に出張していた
とき、阪神・淡路大震災のニュースを目にし
ました。中継された瓦礫の山と炎の映像は、
到底日本とは思えませんでした。
　同年 3月には、地下鉄サリン事件が発生し、

誰でも被害者になり得るテロが身近に生じた
ことに恐怖を感じました。この年 4月から 1
年間、司法研修所で検察教官の補助をしてい
ましたが、同期の検事の多くが各地検でオウ
ム真理教事件と格闘している中、自分が現場
を離れていることに焦りを感じました。
　その後、平成 10 年から 3 年間、外務省に
出向し、スイスのジュネーブにある日本政府
代表部に所属し、国連の人権関係の会議に出
席する仕事をしました。このころから、携帯
電話とインターネットが普及し始めました。
インターネットの恩恵は言うまでもないこと
ですが、携帯電話についても、ジュネーブで
の国際条約の交渉中、その場で日本から指示
を受け、条文案に反映させるということがで
きるようになるなど、外交交渉の在り方を一
変させました。
　平成 13 年、日本に帰国後、刑事局国際課
に所属し、日米刑事共助条約の交渉を担当し
ました。同年 9月に米国で開催予定の交渉に
向けて夏休み返上で準備をしていましたが、
直前になって、米国から中止の連絡が来まし
た。そこで、出張予定であった時期に遅い夏
休みを取って福岡に帰省していたところ、同
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時多発テロをテレビの生中継で見るという衝
撃の場面に遭遇しました。テロの予測が米国
政府内にあったのではないか、との印象を受
ける事件でした。
　平成19年4月、アジ研の次長になりました。
当時の懸案の一つとして、アジ研の昭島への
移転問題がありました。長い間アジ研イコー
ル府中であったため、移転には反対していた
のですが、それから 10 年後、昭島に移転す
ることとなりました。幸い、同じ海外への技
術支援を行う国際協力部と同居することとな
りましたので、今後は、同部と協力しながら、
アジ研の活動の幅を広げて行きたいと思いま
す。
　平成 23 年 3 月、私は東京地検立川支部で
公判担当の副部長をしていました。八王子支
部が立川支部となった直後で、庁舎は先進的
な耐震構造を採用していましたが、東日本大
震災が発生に際しては、同庁舎も相当な揺れ
を生じました。テレビに映る仙台市内は、震
度 7を観測したにもかかわらず損壊がほとん
ど見られず、阪神・淡路大震災以降の耐震技
術の発達に感心していました。その後、津波
による人的被害があそこまで甚大になるとは
想像もできませんでした。
　平成 24 年 11 月、民主党の野田佳彦内閣の
下で、人権擁護局総務課長をし、人権侵害に
対する迅速な救済と人権尊重の啓発を推進す
ることを目的に人権委員会設置法案を国会に
提出しましたが、その直後に野田首相が衆議
院を解散したため、あえなく廃案となってし
まいました。
　その後、金融庁証券取引等監視委員会に所
属していた平成 27 年 2 月、東芝不正会計問
題が発覚し、世間の注目を集めました。
　平成 29 年 8 月、徳島地検に赴任し、徳島
地検の職員等で構成される阿波踊りの連であ
る「桐々舞連」で踊る機会を得ました。その後、
昨年 6月に徳島からは離れたのですが、アジ
研に徳島地検出身の阿波踊りの師匠がいるこ

ともあって、現在、ラウンジBで「桐々舞連」
の法被を着て研修参加者とともに阿波踊りを
楽しんでいます。
　字数の関係もあり、箇条書きのような内容
ですが、私の平成時代を振り返りました。そ
して、新元号最初の年をアジ研所長として迎
えます。
3　アジ研について
　最後に、平成の時代とアジ研の移り変わり
に触れたいと思います。
　アジ研は昭和 37 年にその活動を開始した
後、平成の時代になるまでの 27 年間、3 か
月にわたる春と秋の国際研修、及び 1か月余
りの冬の高官セミナーを中心とした活動を
行ってきました。昭和は、アジ研の活動の基
礎を築いた時代だったと言えるでしょう。
　その後、平成の 30 年間は、昭和時代に培っ
た経験を踏まえつつ、より参加しやすい研修
とするために国際研修の期間を見直したほ
か、国連を含む国際社会の要望を踏まえて汚
職研修や特定の地域や国を対象とした研修等
新しい形の研修を導入してきました。また、
国連を含む国際的な刑事司法関係機関との連
携を強化し、国際的な会議やセミナーにも積
極的に参加するなどして、その活動の幅を広
げてきたこともあり、現在、アジ研の国際社
会における知名度は相当程度高まっていま
す。まさに、平成は、アジ研にとっても発展
期にあったと思います。
　次の主要な研修である春の国際研修は、新
しい年号に変わった 5月に開始されます。新
しい時代を迎えるに当たり、これまで積み重
ねて来た実績を活動の基礎としつつ、それに
安住することなく、蓄積した知識や経験を集
約して情報発信機能を強化するなど、新しい
時代にふさわしい新たな取組みを進めていく
ことのできる組織となるよう努めて行きたい
と考えています。
　これからも皆さんの御支援をよろしくお願
いします。
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　2017 年 9 月 12 日に敷田稔前理事長が逝去
され、同年 11 月 30 日に敷田稔先生を偲ぶ会
を開催し、2018 年 5 月 16 日には国連ウィー
ン本部でメモリアル・イベントを執り行いま
した。国内外を問わず、そして分野を問わ
ず、実に多くの人々が敷田前理事長の偉大な
功績と愛すべき人柄に惹かれていたというこ
とを、改めて実感した次第です（以上は、ア
ジア刑政通信 55・60・61 号の各記事参考）。
　そこへ、2018 年 6 月 20 日、アジア刑政財
団は、前理事長敷田稔氏夫人敷田英子様から
1,000 万円、ご令嬢の安原典子様・中嶋恵子
様からそれぞれ 500 万円、計 2,000 万円もの
ご寄附をいただきました。ここに厚く御礼申
し上げます。
　振り返りますと、敷田前理事長からは
2014年2月21日と同年4月18日に合計3,000
万円のご寄附をいただいています。公益財団
法人である当財団は、その運営基盤をご寄附
に頼っており、そのため不安定な財政状況に
あります。そのような状況における今回の多
額のご寄附申し出には、信じられない思いで、
ただただ感謝の念に堪えませんでした。

「これは主人・敷田の遺志なのですよ」
　これは、ご寄付申し出のときの英子様の言
葉です。アジア刑政財団をこよなく愛してお
られることが伝わり、脳裏に焼き付いて離れ
ません。
　そして、実際に 2,000 万円のご寄附をいた
だくとなると、その多額のご寄附を財団運営
の活性化に向けて、どのように意義ある使い
方をしなければならないか、身の引き締まる
思いでおります。
　折しも 2020 年 4 月 20 日から第 14 回国連
犯罪防止刑事司法会議（通称コングレス）が
京都宝ヶ池の京都国際会館で開催されます。

そのロゴマークも決まりました。
　このコングレスに参加したかったのは他の
誰でもなく、敷田前理事長ご自身に違いない
のです。ご存知のとおり、1970 年、第 4 回
国連犯罪防止刑事司法会議が同じ京都国際会
館で開催された際、敷田前理事長は国連の事
務局次長としてコングレスを仕切り、わずか
38 歳の若さながら、会議を成功に導かれま
した。そのご遺志に寄り添い、国連アジア極
東犯罪防止研修所（UNAFEI）の活動への
支援、14 の国内支部・17 の海外協力機関と
連携を強化しつつ、2020 京都コングレスで
の当財団の貢献する資金として、有意義な活
用を考えております。
　
　なお、2018 年 10 月下旬に、第 2回敷田賞
受賞者であるヨランタ・レド氏（アジア刑政
財団国連ウィーン駐在代表）を当財団の費用
で日本にお招きしました。その来日の機会を
利用して、敷田英子夫人・安原典子様とレド
様は、2020 年コングレスの会場である京都
国際会館を視察されております。お三方も、
50 年前の敷田前理事長は逸話と写真でしか
知ることができず、実際に京都国際会館を目
の当たりにし、在りし日の敷田前理事長とそ
の活躍ぶりが脳裏に浮かんだようで感慨深い
ものがあったということです。このような貴
重な行事が実現したのも、敷田夫人・ご令嬢
のご寄附あってこそと、深く感謝申し上げる
次第です。
　会員の皆様には、この場をお借りして、財
団として、敷田夫人・ご令嬢への感謝の念を
申し上げ、「犯罪なき繁栄」を目指す当財団
の意義ある活性化を目指して頑張ります。引
き続き、会員の皆様からのご支援を賜ります
ようよろしくお願い申し上げます。

敷田夫人・ご令嬢の多額寄付に深謝
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　「敷田賞」は、敷田前理事長による 3,000
万円のご寄付を契機として創設されました。
国際的に貢献著しい方を讃えるために贈る賞
です。第 1回受賞者は、故アイリーン・メラッ
プ女史でした（アジア刑政通信 59 号参照）。
　その後、敷田賞に相応しい方を検討して参
りましたが、第 2回敷田賞はヨランタ・レド
女史に決定しました。2018 年 6 月の堺屋太
一会長以下、幹部ミーティングの席で決まり、
授賞式が 2018 年 10 月 25 日夕、明治記念館
で行われました。

ヨランタ・レド女史の経歴
　ヨランタさんは、当財団の国連ウィーン駐
在代表として、長年、ACPF に貢献されて
いますが、経歴は、右のとおりです。
　オーストリア・ウィーン在住で、敷田前理
事長が国連犯罪防止刑事司法部長（ウィーン）
として勤務した際（1982 ～ 1986）、御主人の
スラウォミール・レド氏が部下として仕えて
おります。レド夫妻は敷田ご家族と交流があ
り、敷田ご夫人は、私たちに対しても、とき

に「ヨラがね……」と言って話してくださる
など、公私にわたり親密なようで、微笑まし
く感じた次第です。

ウィーン駐在代表として貢献
　ACPF は 1991 年に国連 NGO として認定

され、2000 年には国連NGOとして総合諮問
資格（トップカテゴリー）を取得しましたが、
この資格を維持するには、国連関連の各種会
議に出席して実績を示す必要があります。し
かし、日本から参加するのは容易ではなく、
そこで地域駐在代表の協力が重要となるので
す。
　国際舞台では、国連関係の会議が開催され
るたびに、参加出席することがプレゼンスを
示すことになります。経歴にあるとおり、ヨ

第２回敷田賞にヨランタ・レド女史
ウィーン在住　ACPFの国際化に貢献

【レド女史の主な経歴】　
＜専攻＞　刑法、人権法
＜経歴＞
19�79 ～ 2018 弁護士、ポーランド最高法曹評議
会認定、地域連盟（ポーランド、トルン）能
力試験最優秀賞　

19�96 ～ 1999�アジア刑政財団国連ジュネーブ
（スイス）事務所常任駐在代表
19�99 ～ 2002�アジア刑政財団カザフスタン、キ
ルギス共和国、タジキスタン、トゥルクメニ
スタン、ウズベキスタン駐在代表（ウズベキ
スタン、タシケント在）�

19�86 ～ 2018�国連麻薬委員会、国連犯罪防止刑
事司法委員会のアジア刑政財団年代表（毎年）
及び国連組織犯罪防止条約、国連腐敗防止条
約締約国会議のアジア刑政財団�代表（各回）�
20�02-2018�オーストリア精神障害受刑者に対す
るボランティア支援（オーストリア司法省名
誉賞）�

19�86 ～ 2018�貿易法、逃亡犯罪人引渡、犯罪防
止に関する科学的出版物の著者

＜言語＞　ポーランド語；英語、ロシア語、ド
イツ語（国連能力試験）；スペイン語（実用レ
ベル）；中国語

敷
田
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人
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左
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さ
ん
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吉田弘之事業部長が「ACPF とは何か」「敷
田稔前理事長がUNAFEI と ACPF と国連の
刑事司法分野でいかに貢献した人物か」「敷
田賞とは何か」「ヨランタ・レド女史の多大
な貢献」などを説明しました。
　また、2020 年京都コングレスの会場とな
る京都国際会館も事前に見てもらうのが、今
後の活動のためにも有意義なことです。ここ
には敷田英子夫人にもご一緒願うことにしま
した。しかし、ヨランタさんはお忙しい方で
すから、本当に 10 月 25 日の週というピンポ
イントの企画に来日できるのか、直前まで一
抹の不安を抱えながら、企画を進めていきま
した。
　しかし、「案ずるより産むが易し」で、
ACPF の企画どおりに進み英文の賞状を準
備し、これを納める立派な額縁も整いました。

明治記念館で敷田賞授賞式
　10 月 23 日は、ヨランタさんと敷田英子夫
人・ご令嬢の安原典子様がご一緒に京都国際
会館を視察されました。実はこれに先立つ 4
月 4日、堺屋太一会長・横山佳夫理事以下で
視察したことがあり、そのためだと思います

ランタさんがまさにその役割を担ってくれる
からこそ、ACPF が国連NGOの地位を保つ
ことができているのです。

鳳凰來儀も敷田メモリアルも
　国連ウィーン本部ビル 1階のロトンダに、
ACPF 寄贈の「鳳凰來儀」（吉田左源二画伯
作）が飾られており、このビルに出入りする
人々を見守っています。威風堂々たるもので
す。この一等地とも言えるビルの玄関先に、
何もせずに飾られるはずがなく、飾られるに
は、それ相応の尽力が必要となります。その
役割を担ったのが、ヨランタさんを始めとす
るACPF、そして敷田前理事長の協力者です。
その苦労話を詳しく聞きたいのですが、ヨラ
ンタさんは「まぁ、それはね、あまり言うべ
きことじゃないから、とても大変だったとだ
け言っておくわ」と、微笑み返しで終わりま
した。
　2017 年 9 月 12 日、敷田前理事長の訃報を
受けて、直ちに動いてくれたのもヨランタさ
んでした。ヨランタさんの迅速で献身的な
動きにより、この国連ビルに弔意帳台を設け
てくださいました。その写真はアジア刑政通
信 60 号 10 ページにありますが、「鳳凰來儀」
も同様に収まっています。
　2018 年 5 月 16 日の国連ウィーン本部での
「敷田メモリアル」実現にも尽力してくださ
いました。

招聘企画
　このように大きく貢献した方ですから、授
賞式を催すほうが効果的です。ご存知のとお
り、毎年、UNAFEI の汚職対策研修の際に、
本部支部「東京みのる会」が研修参加者を招
いてレセプションを開催しております。敷田
賞の授賞式を行うに相応しい機会であり、華
やかな場所です。そこで、みのる会の承諾を
得ることとして、2018 年 10 月 25 日を目指
して、ヨランタさんを招待することも併せて

決まりました。
　2018 年 7 月 2 日、早速、ヨランタさんに
第 2回敷田賞の受賞、そして東京での授賞式
への招待企画をお知らせしました。
　「ホントですか！　とても光栄です。言葉
にならないわ」
　ヨランタさんからの返事は、感激に満ちあ
ふれた様子が伝わってくる内容でした。せっ
かく日本に招待するのですから、昭島の新庁
舎を見てもらうのはもちろんです。そして、
UNAFEI 研修参加者のレセプションの際に
授賞式を行うのですから、当然、彼らにも知っ
ておいてもらってこそ、共に祝うことができ
るのです。
　そこで、UNAFEI の研修プログラム中、
授賞式の前日に特別に時間を設けてもらい、
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が、京都国際会館は英語による案内をしてく
ださいました。50 年前の敷田前理事長のこ
とを知る人は今やわずかです。お三方とも話
と写真で知っているだけです。若かりし敷田
前理事長が、目の前にある京都国際会館で活
躍した姿が映像として現れるようで感慨深い
ものがあったと伺っています。
　さて、いよいよ敷田賞の授賞式です。
　東京みのる会のUNAFEI 歓迎レセプショ
ンの冒頭で、主催者を代表して坪口隆監事の
挨拶があり、例年と異なり、ヨランタさん、
敷田夫人ほかをお迎えして敷田賞の授賞式を
行うことが紹介され、引き続いて、UNAFEI
研修参加者にお二人が紹介されました。
　進行役の吉田部長がヨランタさんの経歴と
功績を紹介し（といっても、UNAFEI 研修
参加者は前日に説明を受けています）、堀内
国宏会長顧問から敷田賞の授与がなされまし
た。そしてヨランタさんの受賞挨拶ですが、
敷田前理事長の使命感と功績を言祝ぎつつ、
ACPF の在り方、2030 年の持続可能な発展
（SDGs）というゴールを見据えて更なる国際
貢献に邁進してきましょうという内容で、感
銘を与えるものでした（受賞の言葉の日英版
は次頁以下、なお当財団website にも掲載）。
　その受賞式の際、敷田英子夫人が挨拶され
ました。実は、敷田夫人にご負担をかけない
ようにするという意味で、事前には予定して
いなかったのですが、流れの中でご挨拶願う
ことになりました。突然のことにもかかわら
ず、敷田夫人は、英語で切々と、次のような
ご挨拶をされました。
　「敷田はUNAFEI、そこに参加される研修
生をこよなく愛しました。ACPF をこよな
く愛しました。そして何よりも国連の犯罪防
止刑事司法分野で貢献することを自らの使命
と考え、人生を捧げてきました。その様子を
敷田の妻として間近に見、一緒に時を過ごし、
敷田の妻で良かったと心の底から感謝してお
ります。ウィーン在住のときには、私たち夫

婦はヨラン
タさんと親
しくさせて
もらい、そ
のヨランタ
さんが敷田
賞を受賞し
たというこ
とは、嬉し
い 限 り で
す。敷田は
2017 年 9
月に残念な
がら他界し ご令嬢の安原典子さんと

ましたが、彼は私たちと共にあります。今こ
のときも、敷田は、敷田の魂は、ここ明治記
念館に来て、私たちを見守っているに違いあ
りません。皆様も、どうか自国の、地域の、
そして世界の犯罪防止と刑事司法の発展のた
めに、ご尽力くださいませ。今宵は誠にあり
がとうございました」
　これは山下の意訳でありまして、敷田夫人
の英語による挨拶は遙かに素晴らしく、それ
を直接記録しなかったことが悔やまれます。
その場にいた敷田夫人をよく知る方々のみな
らず、初対面の UNAFEI 研修生や職員も、
聞き入り、挨拶が終わるやいなや、万雷の拍
手、そして万感の思いを込めた拍手の渦とな
りました。海外研修生数名が私に近寄ってき
て「素晴らしいスピーチだ。彼女はやはり刑
事司法の国際舞台で活躍した方か？」と聞い
てきたほどでした。
　このような盛り上がりの後には、いくら
言葉を繋いでも野暮というものです。ヨラ
ンタさん、敷田夫人、安原典子様、そして
UNAFEI 海外参加者やみのる会会員の方々
と、あちらこちらで輪ができ、談笑に次ぐ談
笑で、余韻を残しながら、後ろ髪を引かれる
思いで、お開きとなりました。
� （文責　山下輝年）
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れるときに地上に舞い降りるのです。

皆様
　正義のないところに平和はなく、犯罪防止
なきところに正義はなく、貧困の撲滅のない
ところに繁栄はありません。今日、国連の
2030 持続可能な目標 3年目を迎え、2020 年
に京都で開催される第 14 回国連犯罪防止刑
事司法会議まで 2 年を切り、私たちACPF
会員は 2020 京都コングレスの成功に向けた
貢献を呼びかけあいましょう。1970 年に京
都コングレスが開催されたとき、敷田さんは
事務局長でした。何年も前、敷田さんはその
記録を探し出し、京都コングレスのための準
備の日記を見せてくれたことがあります。私
は会議を成功に導くため何がなされねばなら
いかの準備記録に深く心を打たれました。
　本日、敷田さんの国連社会への貢献を記念
して、私は彼の名を冠した賞をいただきまし
た。皆様にお話しする中で、私が今どんな気
持ちでいるか言葉がありません。私は敷田さ
んのことをウィーンからでも東京からでも鮮
明に思い出します。しかし幸せなのは御出席
者の中に敷田夫人が、敷田氏のご友人同僚が
いらっしゃり、その中で私がアジアの心を
持ったヨーロッパの弁護士として受賞したこ
とです。

ヨランタ・レド女史　受賞の言葉（和訳）

　ご列席の皆様
　アジア刑政財団の国連ウィーン駐在代表と
して 30 年以上に亘り、類を見ない国、人々、
精神の共同体に仕えてきたことを光栄に思っ
ています。
　本日私は、駐在代表としてのみならず、弁
護士、ヨーロッパの女性、ACPF が属する
国連犯罪防止刑事司法プログラムの一員とし
て皆様の前にいます。
　敷田稔氏により設立されたACPF の初期
のころから、私は、敷田様、そしてここにい
らっしゃる敷田英子様より、アジアの大きな
来るべきそして躍動的な動きの中で、ACPF
が確かに意義ある働きをしていることを学び
ました。それは、犯罪防止、刑事司法、世界
の法執行機関、専門家がひとつの共通の主張
「犯罪なき繁栄に向けて」を推進することで
した。
　もしアジア刑政財団なくして繁栄が実現し
たかと問われれば、私の答えはNOです。犯
罪は完全になくせるかと問われれば、これま
たNOと答えるでしょう。
　この 2つの「NO」あるいはマイナスから、
一つのプラスが生まれます。それは敷田さん
の考え抜かれた動きにより、アジア刑政財団
を国連の世界に紹介し経済社会理事会の総合
諮問資格を申請したことでした。なぜならも
し当財団の活動が犯罪・司法領域に限定され
ていたら、繁栄も犯罪防止も推進できないと
敷田氏は知っていたからです。
　ACPFのスローガンである「犯罪なき繁栄
に向けて」が伝えているのは、犯罪のある世
界でも貧困があってはならないということで
す。この意味で犯罪なき繁栄が求められるの
です。敷田さんはこのメッセージをACPF
による国連ウィーン事務所への寄附、すなわ
ち吉田左源二画伯の作品「鳳凰来儀」により
示しました。2羽の鳳凰はこの世に平和が訪

受
賞
の
あ
い
さ
つ
を
す
る
レ
ド
さ
ん
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REMARKS for the recept ion of the 
SHIKITA AWARD by Ms. Jolanta REDO

Dear�colleagues�and�friends,
　For� over� three�decades� of�my� service�
for�the�Asia�Crime�Prevention�Foundation,�
as� its�Permanent�Representative� to� the�
United�Nations�Office� in�Vienna� and� to�
other� regional�United�Nations� offices� in�
Europe� and�Central�Asia,� I� have� been�
privileged� to� serve�a�unique�community�
of� nations,� peoples,� people� and� spirits.　
　Today� I� stand�before�you�not� only� as�
that�representative,�but�also�as�a�barrister,�
European�woman�and�one�of�the�Friends�of�
the�United�Nations�Crime�Prevention�and�
Criminal�Justice�Programme�whose�part�is�
our�Organization.
　Since� the�early�days�after� the�ACPF’
s�establishment�by�Mr.�Minoru�Shikita� I�
have�gained�through�him�and�Ms.�Hideko�
Shikita,�who� is� here� in� the� audience,� an�
immensely� forthcoming� and� dynamic�
picture� of�Asian�developments� in�which�
our� Organization� plays� an� evidently�
positive� function.� It�brings�together�crime�
prevention,� criminal� justice� and� law�
enforcement�authorities�and�experts� from�
all�over�the�world�to�advance�one�common�
cause:�“Striving� for� prosperity�without�
crime”.� If� one�would� have� asked� the�
question,�can�such�prosperity�be�achieved�
without� the� Asia� Crime� Prevention�
Foundation,�then�my�own�reply�to�it�would�
be�“no”.�If�one�would�have�asked�another�
question,�can�crime�be�eliminated�entirely,�
also�then�I�would�have�replied�“no”.
　These�two�“nos”,�or�two�minuses,�give�
one�plus.� It�was�Shikita-san’s�calculated�
move� to � introduce� the� As ia � Cr ime�
Prevention� Foundation� to� the� United�
Nations�world�by�applying� for� a�general�
consultative� status�with� the� Economic�
and�Social�Council,�because�he�knew�that�
neither�prosperity�nor� crime�prevention�
can� advance,� if� our�Organization�would�
limit� its� programmes� only� to� the� crime�

&� justice� sector.�“Striving� for�prosperity�
without� crime”� as� the� ACPF� slogan�
communicates,�means� that� there� should�
be�no�poverty� in� the�world�which�breeds�
crime.�In�this�sense�there�can�be�prosperity�
without�crime.�And�Shikita-san�illuminated�
this�message�with� the�ACPF’s�donation�
to� the�United�Nations�Office� in�Vienna,�
when�our�Organization�presented�to�it�the�
painting�of�the�Ho-o�Raigi�(The�holy�birds)�
by�Sagenji�Yoshida:�The� two�phoenixes�
will�only�come�down�to�Earth�when�there�
is�peace�on�Earth.

Excellencies,�Distinguished�Participants,�
Ladies�and�Gentlemen,
　There� is� no� peace� without� justice,�
no� justice� without� crime� prevention,�
and� no� prosperity�without� eliminating�
poverty.�Nowadays,� in� the� third�year� of�
the� implementation� of� the� 2030�United�
Nations�Sustainable�Development�Agenda,�
and� in� less� than� two� years� before� the�
Fourteenth�United�Nations�Congress� on�
Crime�Prevention� and�Criminal� Justice�
in�Kyoto,�we-� the�ACPF�members,� face�
a� new� call� to� contribute� to� the� success�
of� the� Kyoto� Congress.�When� it� was�
held� there� in� 1970,� Shikita-san�was� its�
Executive� Secretary.�Many� years� ago,�
when�searching� for� its�record,�Shikita-san�
showed�me�his�own�diary�of�preparations�
for� that�Kyoto�Congress.� I�was� deeply�
impressed�with�his�minute�record�of�what�
had� to� be� done� to�make� it� a� success.　
Today,� in�commemoration�of�Shikita-san’
s� contributions� to� the� United�Nations�
community,� I� have� been� awarded�with�
the�Prize�bearing�his�name.�No�words�can�
say�what�I�feel�just�right�now,�when�I�am�
speaking� to�you.� I� still�vividly�remember�
him� from�Vienna� and�Tokyo,� but� I� am�
happy�to�see� in�this�audience�his�wife,�his�
friends�and�colleagues�among�whom�I�have�
been� awarded� as� a�European� barrister�
with�an�Asian�heart.
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　テーマ

　2019 年 2 月 11 日、タイ・バンコクのタ
イ法務研究所 (TIJ :�Thailand�Institute�of�
Justice) で在タイ日本企業等を対象とする
第 6 回 TIJ-ACPF タイセミナーが開催され
ました。今回のテーマは、「東部回廊 (EEC：�
Eastern�Economic�Corridor) とタイの法改
革：新たな投資の機会」。
　EEC は、首都バンコクの東側 3 県にまた
がる地域にいわば経済特区を設けて、港湾、
空港、鉄道等インフラを整備し、先端産業を
中心とした外資を導入し、タイの経済発展を
図る国家的プロジェクトです。昨年に続いて
このテーマが取り上げられたことで、このプ
ロジェクトの重要性が理解されます。
　とはいえ、昨年秋の同地域での鉄道インフ
ラ整備で日本企業の撤退が報道されたことな
どから日本企業の関心低下が案じられました
が、関係機関のご努力もあり、現地日本企業

等から 92 名の参加がありました。
　ＡＣＰＦ本部からは、山下輝年理事兼事務
局長、安田博延審議役（当時）、吉田弘之事
業部長が出席しました。
　セミナーは、午後 1時 ( 現地時間 ) からソ
マナット TIJ 室長の司会で始まり、冒頭、
同室長から、ACPF の歴史、アジアを中心
とした発展途上国における「犯罪なき繁栄」
をスローガンに活動していること、国連総合
諮問資格を持つ上位の国連NGOであること、
などACPF について紹介がありました。次
いで、タイ、日本の関係幹部紹介が行われま
した。
　セミナーに入り、冒頭のTIJ 所長・ACPF
タイ理事長のKittipong�Kittayarak 氏からの
歓迎の挨拶の後、いずれも閣僚級の講師 3名
による特別講義がありました。　

　東部回廊 (EEC) 事務局長の講演

�トップバッターは、ECC 事務局長のKanit�

報告　第６回TIJ-ACPFタイセミナー
理事　安田　博延

セミナー終了後に開かれたパーティーで記念写真に納まる参加者たち
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Sangsubhan 氏。

�EEC の概況についてビデオを使った説明の
後、その現況について説明がなされ、東部回
廊地域でかねてから日本企業等の進出が集積
してきたことから EECを構想し、21 世紀の
中核計画としたこと、2019 年までにインフ
ラ入札を終え、先端産業を中心にリストアッ
プした 10 産業 (S カーブ産業ともいう ) につ
いて、EEC でのワンストップサービスで迅
速な外資導入を実現する、そのために EEC
を念頭に必要な法改正も進めており、実績あ
る日本企業にはさらなる進出を期待したい、
などのお話がありました。特に、電気自動車
(EV)・ハイブリッド車 (HV) 分野、エレクト
ロニクス・IoT 分野、メディカルハブ、航空
産業、バイオ、デジタル等の分野を発展させ
たいが、人材育成・教育が重要である。この
意味でも日本の優れた能力と経験が不可欠で
あることが強調されていました。
　この講義の後、15 分間のコーヒーブレイ
ク。参加者、主催者側、講師陣が、飲み物片
手に短時間とはいえ活発な交流をしました。

　タイ投資委員会 (BOI) 事務局長の講演

　次は、タイ投資委員会 (BOI:�Thailand�
Board�of� Investment) 事務局長の Duangjai�
Asawachintachit 氏。
　BOI は、EEC 地域について、EEC 事務所
とは別に、投資の活性化を図るため、(1) 新
技術の開発促進の政策、(2) 人材の育成、(3)

地域エリアごとの開発、(4) 生産性向上のた
めの政策を掲げている。
　(1) では Sカーブ産業に力を入れているが、
研究開発は今でも少ないこと、(2) では能力
の高い人材が必要となり、外国人・タレント・
海外からの投資家などの協力が必要であるこ
と、(3) では EECだけで終わらせず様々な地
域に広げていきたいこと、(4) ではデジタル
化が重要で投資に対して再度の恩典が必要に
なることが述べられた。
　そのため、法改正により投資奨励を行って

おり、例えば、外国企業への税の恩典期間
を 8年から 13 年に延長し、15％免除に加え
て一定の要件を満たせば更にプラスもあるこ
と、新技術の向上として、例えば節電効果の
ある製品開発や新技術の開発に対しては税免
除等が可能であるなど、進出企業に対する税
の軽減措置など優遇策を設定しており、その
条件等について詳しく説明がなされました。
BOI の実務最高責任者からの直接の説明で
あり、参加企業の方々にも相当参考になった
と同時に EEC地域での投資に安心感を持た
れたのではないかと感じました。
　なお、参加者からは、BOI では様々な改
革がなされ優遇策があっても、そこに行き着
くまでは当該事業を所管する各省庁の手続を
クリアしなければならず、その場面での手続
がなかなか進まないので、この点も改善する
ことを希望する旨の意見が出された。
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　法務省民事執行局長の講演

　3番目の特別講義は、タイ法務省民事執行

局長のRuenvadee�Suwanmongkol 氏。
　冒頭、投資家からよく質問されることが二
つあり、一つは契約違反があったときに一体
なにがどうなるのか、もう一つは破産したと
きに債権者が司法手続に訴えるとどのくらい
の期間で解決するかである、と切り出し、聴
衆の関心を引きつけるには十分でした。世界
銀行 (WB)Doing�Business 指標によるランキ

ングで、特に民事執行の面ではタイは下位に
位置し、日本は上位に位置しており、訪日し
て制度と運用を学んで改革しているところで
あることが紹介されました。
　経済特区では財務省だけではなく法務省も
重要な役割を担っており、民事訴訟・民事執

行の法改正と運用の改善を図りつつ ( 分割払
を認めるなど )、同時に公務員の人材育成を
図っているところであり、迅速な解決のため
に調停・仲裁等の手続を活用して時間とコス
トの低減化を更に進めていく方針であること
が強調されました。
　なお、山下事務局長が、Doing�Business
の指標は手続の多さとか日数など形式的・定
量的な指標を基準にしており、その手続があ
ることによって将来の紛争・不都合がなくな
ることなど定性的な指標はなされていない旨
指摘した上で、債務拘禁（不払いの場合に拘
束される制度）の質問をしたが、債務拘禁制
度の内容が通訳で上手く伝わらなかったの
か、通常の強制執行手続の説明がなされまし
た。その内容からすると、債務拘禁制度はな
いと思われますが、今後確認する必要があり
ます。

　終わりにあたって

　最後に、本部から出席した山下事務局長が、
TIJ・ACPFセミナーが 6回目になり、
定着してきたことに触れ、長い歴史
上における日タイの交流イベントの
ように、本セミナーがエポック・メ
イキングになることを期待したいと
述べて謝意を表し、午後 4時 30 分頃、
セミナーを終えました。
　タイ・日本関係者、講師の記念写
真の後、セミナー参加者にも加わっ
ていただき、会場隣のカフェエリア
でカクテル・レセプションを行い、
相互に交流を深めました。
　今回のタイセミナーもタイ側の皆

様のご尽力により、盛況のうちに終えること
ができました。
　来年も、2月 10 日 ( 月 ) に開催を予定して
います。来年も一段と充実したセミナーとな
ることを期待しております。
�

会
場
か
ら
は
質
問
も
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　ACPF-TIJ セミナー後の 2 月 12 日、アユ
タヤ刑務所の女性収容区域を訪問しました。
日本では考えられないことですが、受刑者に
交じって有罪確定前の未決拘禁者も一部、同
じ区域に収容されていました。身につけてい
る服の色が違うので、その区別がつきます。
　受刑者の中には、妊婦さん、乳幼児を抱く
女性、病を患っている人、美容技術やマッサー
ジ技術を学んでいる人、菓子やケーキを作る
人がいましたが、暑い気候のためか、総じて
ゆったりと行動しているのが印象的です。目
が合うたびに、にこりと微笑んでくるため、
刑務所の中でも、こちらも立ち居振る舞いは
もちろん、気持ちまでゆったりしてくるから
不思議です。
　視察中に、日陰の地面に横 8列縦 16 列く
らいに並んで座っているグループがありまし
た。私たちが近づくタイミングを見計らって、
一人が最前列で指揮者のように振るまい、合
唱が始まりました。そのメロディーが素晴ら
しく、歌詞の内容は分かりませんが、なぜか
心に響くものだったのです。同行していたタ
イ法務研究所（TIJ）の若い女性も口ずさん
でおり、有名な曲らしい。聞けば、KLEAR
という歌手の“Sing�Kaung”（シンカウン）
という歌で、その意味は「モノ」。歌詞の内

容は、「自分は何の価値もないモノで、誰も
関心を払ってくれない、見捨てられた存在で
あった。そんな私を受け入れてくれる人がい
て、立ち直らせてくれた。私を大切にしてく
れ、貴方を好きでいたい気持ちが芽生えた。
貴方のことを思って生きていく」というよう
な内容です。
　まさに受刑者にとって心にしみる歌であろ
うし、受刑者でなくても落ち込んだ人にとっ
ても通じるものであると感じました。以来、
日本に戻ってYouTube で聞けば聞くほど素
晴らしく、聞き惚れて口ずさんでいるところ
です。

山下　輝年

ア
ユ
タ
ヤ
刑
務
所
に
て

C
ook &
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off

店
内
の
様
子

女性受刑者が歌で歓迎
タイ　アユタヤ刑務所視察

　刑務所訪問後にアユタヤの市街地に案内
されたところが、“Cook�&�Coff”というお店。
普通の喫茶店に感じましたが、何やら鉄格子
を思わせるものがあり、奥には、囚人服姿の
男女を型取った記念写真用のパネルがある。
ここの店員は、全員が女性受刑者。つまり、
受刑者の更生のための取組で、刑務所から出
て作業しているものです（専門用語で外部通
勤制度という）。実は、“cook”をタイ人はクッ
クと発音するらしく、タイ語のクックも刑務
所の意味とのことです。したがって、店名の
“Cook�&�Coff”で、タイ人は刑務所に関係あ
るネイミングであるとピンとくる。そして、
中に入って「ああ、やはりそうか」というこ
とになるわけです。タイの取組も、なかなか
なものだと感心した次第です。
　皆さんも、アユタヤを訪れることがありま
したら、是非このお店でくつろいでみてくだ
さい。
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　2019 年 3 月 21 日（木）から 24 日（日）
まで、ACPF はフィリピン視察旅行を実施
した。参加者は山下輝年事務局長を筆頭に、
ACPF 会員、保護司アジ研協力会の皆様など、
計 26 人。フィリピン ACPF の全面的な協力
を得て成功裡に行われた。
　そもそもこの企画は、山下事務局長の発案
で、1 年前から動き出したもの。訪問先は、
モンテンルパのフィリピン・日本ハーフウエ
イハウス（社会復帰センター）、矯正局、保

護局、国家警察委員会、女子刑務所と、普段
の海外旅行ではまず見られないいずれも貴重
な施設ばかり。参加した皆様から、好評の声
を数多くいただけた。
　3 月 21 日（木）午前、日本（羽田、名古屋、
大阪）から旅立った参加者は、午後マニラ入
り。夕方にはフィリピン ACPF 主催の歓迎
パーティで、お互いの再会を喜び合った。
　3 月 22 日（金）は、フィリピン ACPF 手
配の車で、ホテルを出発。白バイ 2 台の先導

 ACPF フィリピン視察旅行
 ツアー成功裡に実施

ハーフウエイハウスで

社会復帰センターなど訪問、好評の声多く
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を得て、マニラの南にあるモンテンルパの矯
正局とハーフウエイハウスを目指す。矯正局
では、フェルドン矯正局長に表敬、局長の案
内で矯正局のベランダから隣の重警備刑務所
内を見た。この 1 施設だけで、収容人員は 2
万人とその数の多さに驚かされる。
　次に訪れたハーフウエイハウスでは、レオ
ネス名誉会長から歓迎のあいさつがあり、田
中清隆名古屋支部副会長から、ハーフウエイ
ハウス運営のための寄附金の贈呈式を行っ
た。ハーフウエイハウス運営に永年尽力され
ているマカティ・ゴールデン・ライオンズ・
クラブの方々も参加され、そのクラブと縁の
ある名古屋ウエストライオンズクラブ元会長
の川瀬貞男様もサプライズの参加で、贈呈式
が盛り上がった。
　午後は、国家警察委員会（日本で言えば、
国家公安委員会と警察庁を合わせたような機
関）を表敬し、委員の方々や局長同席の許、
委員会の業務説明を受け、意見交換を行った。
　ついで、保護局にコー保護局長を表敬し、
フィリピンの保護観察の概況説明を受けた。
フィリピンの保護司の人数は、7,262 人で
16,220 人の対象者を扱っているとのことだ
が、保護司の中には数少ないながら 40 数名
の学生（20 歳代）がいて、日本人参加者か

ら質問がなされ、専攻（社会学、社会福祉等）
や保護司になった動機（自分の専門分野を活
かした社会貢献）の説明がなされた。なお、
コー局長は、フィリピン刑政財団の会長でも
ある（昨年 7 月に就任）。
　保護局の後は、女子刑務所を訪問、収容率
175％という過剰収容の状況だが、女子受刑
者によるダンスや歌の歓迎を受けた。衛生用
品が十分にはないという状況を聞いていたの
で、気持ちばかりだが寄附を行った。参加者
を代表して木ノ島希久子様が贈呈。夕方には
ACPF 主催で答礼のディナーを開催、40 数
名が楽しく談笑した。
　3 月 23 日（土）は、マニラから車で 2 時
間半のビラ・エスクデロ（ココナッツ・プラ
ンテーション）を訪ね、博物館でフィリピン
の文化を学び、広大な敷地を水牛車で巡り、
滝つぼレストランでは、人工滝の水が足元を
流れる中、ビュッフェ昼食を楽しんだ。
　3 月 24 日（日）はフィリピン ACPF の案
内で、リサール公園や、要塞、マニラ聖堂を
見学した。
　思えばあっという間の 3 泊 4 日視察旅行
だった。しかし、中身は濃密で、得難い経験
ができた。今後も同様の企画（2019 年 7 月
19 日にマニラで日本企業向けセミナーを開
催 + 刑事施設訪問、2020 年 2 月 10 日にバン
コクで日本企業向けセミナーを開催 + 刑事
施設訪問）を計画するので、関心のある方は
是非参加願いたい。（吉田弘之）

　なお、参加者は以下のとおり（五十音順）。
會谷順雄、飯塚靖子、石崎俊一、岡藤喜代子、
岡本達也、遅澤睦美、木ノ島希久子、志田利
顕、柴田和子、高橋雅博、田中公夫、田中清
隆、出口満知子、長沼ゆり、針谷修、針谷泰
子、堀英夫、三橋優子、門傳良男、谷戸一郎、
山口隼千、山下輝年、山本良子、横山貴美子
吉田弘之、渡辺仁子
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　2020 京都コングレスまであと 1 年。法務
省をはじめアジ研（国連アジア極東犯罪防止
研修所）も準備作業に急ピッチという感じだ
が、アジア刑政財団は『安全な国日本』（安
全手帳）最新版を 2020 年初めに発行する予
定だ。
　「堺屋さんは世界中から集まるコングレス
参加者全員に、安全手帳を配布できないか。
誰かスポンサーになってくれないかな、と
いっていました」
　こう話すのは、財団の横山佳夫理事だ。
　昨年４月、堺屋会長と一緒に京都コングレ
スが開かれる京都国際会館を下見した際、何
回となくいわれたという。
　「堺屋会長の遺言だと思っています。会長
のご遺志をなんとしても実現したい」と横山
理事は力を込めた。
　京都コングレスは、2020 年４月 20 日から
27 日までの８日間、国立京都国際会館（京
都市左京区岩倉大鷺町 422、☎ 075-705-1229）
で開かれる。
　国連犯罪防止刑事司法会議（コングレス）
は、５年に１度開催される犯罪防止・刑事司
法分野における国連最大規模の国際会議だ。
　日本での開催は、大阪万博が開かれた
1970 年に京都で行われて以来、50 年ぶり２
回目である。
　前回の 2015 ドーハコングレス（カタール）
では、149 カ国から 4,000 人以上が参加した。

　「安全・
安心は公
共財。訪
日外国人
に対する
最高のお
も て な
し」
　堺屋会
長は常々
こういわ
れ て お
り、2020

　2020京都コングレス見据え

「安全な国　日本」
最新版発刊へ

京都コングレス→ 2025 大阪万博へ「安全手
帳」売込みの秘策を練っていた。
　「安全手帳」の改訂作業は、法務省が発行
する 2019 年版犯罪白書に合わせて進める予
定で、2020 年初めに出版の予定である。
　さて、コングレスのロゴマークがピンバッ
ジなどにアレンジされて見かけるようになっ
たが、「2020」のデザインにある２つの「０」
の意味をご存知ですか。
　最初の「０」は、持続可能な開発目標（SDGs：
Sustainable Development Goals）のロゴマー
ク。
　次の「０」は、国連犯罪防止刑事司法会議

（コングレス）のロゴマークです。
　このロゴマーク同様、「安全手帳」も大い
に羽ばたきたいものです。
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　2018 年 12 月 12 日、国連の犯罪防止・刑
事司法プログラムネットワーク機関（略称

「PNI」）を集めたコーディネーション・ミー
ティング（調整会合）をアジ研がホストしま
した。
　この PNI の会合は毎年春・秋の２回行っ
ており、春の会合は、コミッションの機会に
合わせてウイーンで開催され、秋の会合は、
各 PNI 機関が持ち回りでホストすることに
なっています。昨年は韓国の KIC がホスト
でした。KIC に続いて今回はアジ研がホス
ト役を買って出ました。
　ホストを買って出た理由は２つあります。

１つには移転して新しくなったアジ研の施設
を PNI メンバーに披露したい。もう１つは、
もちろん、2020 年４月の京都コングレス開
催を控え、アジ研も PNI メンバーにプロモー
トしてコングレス成功へ向けた協力を得よう
というものです。
　PNI 会合には、UNODC のジョン・ブラ
ンドリーノ条約局長をはじめ、世界中の 13
機関から 20 名の代表がアジ研に集まり、残
念ながら来日できなかったフィンランドの
HEUNI からも代表がテレビ会議で参加しま

国連ＰＮＩ会合をアジ研で
開催しました！

アジ研の国際会議場にて

■次のページに続く
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ブランドリーノ氏（左から 2 人目）挨拶
welcome reception にて

した。会議は、スウェーデン RWI のマイケ
ルが司会を務め、各機関の代表がそれぞれの
機関の活動内容などを報告し合いました。
　会議前には、アジ研の隣にある矯正研修所
と東日本成人矯正医療センターへの見学をし
ていただき、会議の後には、ACPF のご協
力を得て、welcome reception をアジ研で開
催しました。
　また、翌 13 日には、法務省において、官
房国際課と共催でコングレス準備のためのセ
ミナーを開催しました。セミナーでは、コン
グレスワークショップの準備を担当する、カ

ナダの ICPC、韓国の KIC、アジ研の代表が
それぞれワークショップの準備状況を報告し
ました。
　なお、話は前後しますが、PNI 会合、官房
国際課との共催セミナーに先立つ 12 月 10 日
及び 11 日、アジ研は、京都コングレスのワー
クショップ準備のために、世界 7 か国からス
ピーカー候補等を集めたワークショップを行
いました。
　このように、アジ研では、京都コングレス
に向け、着々と準備を進めています !
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　第 171 回国際高官セミナーの研修期間中の
2019 年１月 25 日、アジ研は、アジア刑政財
団と日本刑事政策研究会との共催により、法
務省大会議室で、刑事政策公開講演会を開催

ディモステニス氏の講演

刑事政策公開講演会を開催しました！

講
演
す
る
サ
ン
タ
ニ
ー
氏

しました。当日は、寒さの中、国際高官セミ
ナーの参加者のほか、法務省、検察庁、大学、
民間団体等から、大勢の聴衆が本講演会に参
加し、会場は熱気に包まれました。講演会で
は、2020 年４月に京都で開催の第 14 回国連
犯罪防止刑事司法会議（コングレス）に向け、

「コングレス・SDGs とドーハ宣言フォロー
アップの取組」と題して、２人の海外専門家
をお招きし、講演いただきました。
　最初に登壇したのは、タイ検事総長府の次
長検事秘書官補であるサンタニー・ディトサ
ヤブット検事です。サンタニー氏は、タイ検
事総長府国際局や国連薬物・犯罪事務所バ
ンコク事務所における勤務経験や各種国際
会議への参加など豊富な国際経験を有する
上、法律顧問部首席検事、副報道官等も歴任
し、2009 年には、タイにおける「UNiTE 女
性に対する暴力撤廃キャンペーン」に積極的
に関わるなど、ジェンダー差別に根差す犯罪
に関する対策に深く関わってきました。サン

タ ニ ー 氏 の 講
演では、特に、
SDGs（ 持 続 可
能な開発目標）
の目標５「ジェ
ンダー平等を達
成し、全ての女
性・女児の能力
強化を行う」及
び 目 標 16「 持
続可能な開発の
ための平和で包
摂的な社会を促
進 し、 全 て の

人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆる
レベルにおいて効果的で説明責任のある包摂
的な制度を構築する」と関連して「ジェンダー
差別に根差す犯罪：タイの取組」とのテーマ
で、タイにおけるジェンダー差別に基づく犯
罪の具体的事例の紹介、その背景事情や、こ
れらの犯罪を防止するためのタイの取組とし
て、ドメスティックバイオレンス被害者保護
法の制定、AI を利用した司法アクセスシス
テム等についての説明がされました。
　続いて、国連薬物・犯罪事務所（UNODC）
の犯罪防止・刑事司法担当オフィサーである
ディモステニス・キリシコス博士が、「第 13
回コングレス・ドーハ宣言フォローアップ：
その国際的取組」とのテーマで講演しました。
ディモステニス氏は、国連薬物・犯罪事務所
において、国際的な組織犯罪の防止に関する
国際連合条約や、腐敗の防止に関する国際連
合条約の批准および履行の促進に関する活動
などに携わり、2015 年にカタール・ドーハ
で開催された第 13 回コングレスの準備やそ
のフォローアップにも携わっています。ディ
モステニス氏の講演では、第 13 回コングレ
スにおいて採択されたドーハ政治宣言のプロ
セスが詳しく解説されるとともに、ドーハ宣
言のフォローアップとしての具体的な国際的
なプログラムの取組等が紹介され、京都コン
グレスに向けてのフォローアップ継続の必要
性が強調されました。
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　東京みのる会は 2018 年 10 月 25 日、アジ
研の第 21 回汚職防止刑事司法支援研修（2018
年 10 月 11 日～ 11 月 16 日）の参加者 35 人
らを明治記念館に招いて意見交換会を開い
た。
　毎年恒例の行事で、まず東京みのる会を代

表して坪口隆監事（五十鈴グループ副会長）
が歓迎の挨拶。続いて瀬戸毅アジ研所長の挨
拶のあと、堀内国宏 ACPF 会長顧問が乾杯
の音頭をとった。
　今回は、引き続き第２回敷田賞の授賞式が
行われた。受賞者は、ヨランタ・レド女史。
アジア刑政財団の国連ウィーン駐在代表。故
敷田稔前理事長が国連犯罪防止刑事司法部
長（ウィーン）として勤務した際（1982 ～
1986）、夫のスラウォミール・レド氏が部下
として仕え、その縁で ACPF とのつながり
が出来た。
　堀内前事務局長から賞状を受けたレドさん
はお礼のあいさつをするとともに、敷田前理
事長夫人の英子さん、ご令嬢の安原典子さん
から花束を受け、ハグをして喜びを分かち

明治記念館で研修参加者と意見交換会

挨拶する坪口みのる会監事㊧と瀬戸アジ研所長

敷
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　東京みのる会の鈴木實会長（2019
年２月 22 日逝去、享年 97）のお別れ
会が 3 月 25 日東京港区のホテルオー
クラ東京アスコットホールで開かれ
た。
　鈴木さんは、年商１千億円を超え
る五十鈴（株）の創業者で、五十鈴
グループの会長。実業家として辣腕
を振るう一方で、一般社団法人 機動
隊員等を励ます会の理事長や、当財団の理事
をつとめるなどの社会貢献を続けてきた。

鈴木實会長お別れ会

　参会者は、笑顔の鈴木会長の写真が飾られ
た祭壇に献花をして、故人を偲んだ。

合った。
　交換会は、終始なごやかな雰囲気の中で
行われ、研修参加者全員が日本語で自己紹
介、参加者を代表してジンバブエのチャリ
ティー・マツンビ国家汚職防止委員会法務部
総括代理が、新潟地裁の黒田真紀判事の通訳
でサンクス・スピーチ。ACPF の森恭彦評
議員が三本締めで中締め、お開きとなった。
　東京みのる会からは鈴木満、大熊重夫、宮
澤正憲各会員が出席した。
 （報告者：鈴木満）

＜写真下＞サンクススピーチをするジンバブエのチャリ
ティーさんと通訳の黒田判事＜写真右＞中秋の名月をバ
ックに記念撮影
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1,000 人が遺徳を偲ぶ
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　９月１、２日、2018 年２回目の招待行事が
第 170 回国際研修参加者を迎えて行われた。
　初日は、ブラジルと韓国からの研修参加者
及び本部からの引率者計３名、横浜支部から
の案内者計３名が JR 川崎駅で待ちあわせた
後、まず川崎大師を参詣した。
　参道では研修参加者が、焼き立てのせんべ
いを試食したり飴切りのワザに見入ったりし
ていると、折からの防災避難訓練で頭巾をか
ぶった子供たちの行列が通りかかって大いに
興味をそそられた様子だった。本堂参拝では、
韓国からの研修参加者が深々とひれ伏して三
拝していたのが印象的だった。おみくじに興
じたあと、広い境内を散策して次々と風景写
真を撮ったりしているうちに時が過ぎていっ
た。
　昼食時は川崎駅に戻って駅ビルの中の予約

してあった有名回転寿司店に入った。研修参
加者は、回転寿司の仕組みやデザートまであ
る豊富なメニューに驚くとともに楽しげに幾
皿も満喫していた。
　昼食後は川崎駅からあまり遠くない更生保
護施設「川崎自立会」を訪問した。施設長は
元アジ研教官の橋本昇氏であり、衰えぬ手慣
れた英語で施設について丁寧な説明・案内を
していただいた。
　同施設は、明治 30 年に浅草本願寺輪番大
草慧実師が当時の東京市大塚に設立した「大
草慈善出獄人保護場」を起源とし、昭和 22
年に川崎市内に開設された「自立会川崎授産
所」を経て、昭和 45 年に旧施設が落成し、
平成 29 年に全面改築が完了して間もないと
のことだった。
　現施設は真新しい鉄筋コンクリート３階建
てで屋上にはソーラーパネルが設置され、収
容定員は 40 名であり、高齢者・障がい者も
入居者として受け入れるための各種のバリア
フリー最新設備が設けられていた。また、地
域住民の理解・協力を得るための様々な配慮

第 170 回国際研修参加者を迎えて
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も行き届いており、地域防災施設として非常
用食料、飲料水等の備蓄も行われていた。
　説明・案内後の研修参加者からの更なる質
問の範囲は、施設の予算の仕組み、入居者に
よる滞在費用負担、入居者の滞在期間と就職
状況、入居者の退所先と社会福祉支援、施設
内での活動・指導内容、職員の勤務体制、施
設内の規則と運営上の問題点など多岐にわた
ったが、施設長の橋本氏は終始懇切に応じて
いただき、皆深い感銘と感謝の念を抱いて施
設を後にした。
　その後は研修参加者・引率者の宿泊ホテル
や支部会員との懇親会場がある横浜市内のみ
なとみらい地区に移動し、その景観を楽しん
でもらいながら宿泊ホテルに入ってもらっ
た。
　懇親会は宿泊ホテルとは別のホテルで 30
階からの夜景を眺めながら行われた。ブラジ
ルからの研修参加者は日系３世であり、韓国
からの研修参加者は受刑者移送の関係で数回
訪日していたので、これまでの日本との関わ
りなど、支部会員との話に花が咲いた。お土
産として、漆塗りのお皿と風呂敷の他に、折
からの猛暑対策グッズとして、広島刑務所の
刑務作業製品である首にかける保冷剤収納バ
ンドをさしあげて場が更に盛り上がった。

　翌日は、は
と バ ス 英 語
ガイド付きツ
アーに参加し
た。乗車場所
で、同じツア
ーに申し込み
を し て い た
UNODC の専
門家の方と偶

然に出会い、研修生は大喜びしていた。東京
タワーからの眺望、日本の伝統文化である茶
の湯体験、日本庭園や皇居前広場での散策、
隅田川遊覧船では、色や形に個性あふれる
12 の橋をくぐりながら、再開発が進む東京
と古きよき江戸情緒を同時に楽しんだ。最後
は浅草仲見世で食べ歩きをし、東京駅で解散
となった。はとバスツアーは初めての試みだ
ったが、研修参加者にとても喜んでいただい
た。
　最後に、ご協力いただいた関係各位にお礼
を申し上げたい。
  （参事・大森晶夫 / 事務局・青木美奈記）
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　平成 30 年９月 1 日（土）アジ研第
170 回国際研修参加者のシャルー・ア
ムリ・ビン・アブドゥ・ムタリブ（マ
レーシア行刑局仮釈放・コミュニティ
サービス部仮釈放担当官）、ナジーブ・
ウラー（パキスタン更生保護局内務・
部族部副部長）、ニシャンタ・シャン
ティラル・ハプアラチチ（スリランカ
ゴール県高等控訴裁判所判事）の３氏
は、吉田弘之氏（公益財団法人アジア
刑政財団事業部長）に引率され、来名
された。
　トヨタグループ発祥の地である旧豊田紡織
株式会社本社工場跡に残されていた赤煉瓦造
りの建物を活かしてトヨタグループ 16 社が
共同で設立したトヨタ産業技術記念館へ向
い、昼食の後、繊維機械館で紡ぐ・織る技術
と繊維機械の移り変わりを、また自動車館で
は自動車の仕組み・構成部品、トヨタの創業
当時から現代に至る技術を驚嘆しながら興味

深く見学されました。
　次に、東区白壁にある更生保護法人「中協
園」を訪れた。玄関前で施設長・職員方から
出迎えを受け、恐縮しました。施設長から概
況の説明を受け、質疑応答の後、施設内を見
学しました。
　その後、当日の宿舎であるＫＫＲホテル名
古屋に向かいチェックイン。午後５時 30 分

から意見交換・歓迎懇談会が開催され、
研修員及び参加者それぞれが自己紹介を
兼ねて挨拶されました。
　名古屋支部田中清隆副会長からの歓迎
の挨拶後、研修員に記念品の贈呈があり、
杉山多恵名古屋保護観察所所長の挨拶、
鈴木富三監事の乾杯の発声により意見交
換・歓迎懇談会が始まり出席者と和やか
な交流の輪が広がり、大いに盛り上がり
ました。終わりにナジーブ・ウラーさん
から心のこもった謝辞が述べられ、当支
部小川主幹の閉会の挨拶の後、全員で記
念写真を撮り、別れを惜しみながらの閉
会となりました。
　翌２日（日）は、当支部役員の『喜多

アジ研第 170 回国際研修員等を迎えて

ト
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意見交換会参加者全員で記念写真
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八寿司・舟橋幸男社長』のご好意により、社
長自ら運転のワゴン車で名古屋港水族館に向
かい、水槽の中で泳ぐシャチ、イルカ、ベル
ーガなどを熱心に見て回りその後、シャチ・
イルカのパフォーマンスショーでは一列にな
って観客に海水を浴びせながら挨拶したり、
６メートル上にあるボールにめがけジャン
プ、またトレーナーを背に乗せて泳ぐなど広
大なプールを縦横無尽に泳ぎ跳ね回るシャチ
達の種々の芸に感激されていました。
　続いて大須観音、大須商店街に向い大須観

　名古屋支部は、平
成 31 年 3 月 22 日、
モンテンルパにあ
るフィリピン・日本
ハーフウエイハウス

（PJHH）で、その運
営にあたるフィリピ
ン犯罪防止実務者連
盟（CPPAP） 支 援
のための寄附贈呈式
を行った（本会報 14㌻参照）。
　出席したのは、田中清隆副会長、山口隼千
事務局長、堀英夫会員の 3 人。
　レオーネス CPPAP 名誉会長の歓迎あいさ
つに続いて、キャパラス財務部長が来賓（マ
カティ・ゴールデン・ライオンズ・クラブ）、
フィリピン ACPF の役職者、PJHH 職員を
紹介。
　田中清隆副会長は、ACPF 名古屋とフィ
リピン ACPF の友好協約にもとづく永年の
PJHH 運営の意義と司法省、保護局、国家警
察委員会からの支援に対する謝辞を述べたあ
と、活動支援金（30 万円）をレオーネス名
誉会長に手渡した。
　レオーネス名誉会長から「長年のご支援に

音では、お線香の煙を体になする厄除けの儀
式を行い，本殿に拝礼あと、大須商店街では、
婦人洋品店、外国人向けお土産店、大須外郎
の試食などをし、楽しそうに店々を覘いてい
ました。
　日本の歴史、学術と文化に触れた２日間の
日程を無事終え、別れを惜しみつつ、新幹線

「のぞみ」にて離名帰京されました。引率い
ただきました吉田弘之氏には、お礼申し上げ
ます。ありがとうございました。
 （山口隼千 記）

心から感謝す
る」と答礼の
挨 拶 が あ っ
た。
　同日午後、
名古屋支部の
３人を含む日
本人参加者26

フィリピン・日本ハーフウエイハウスで寄附贈呈式
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前列左から３人目にブロサス氏、１人おいて山下ＡＣＰＦ事務局長、田中清隆副会長

人は国家警察委員会を表敬したが、待ち受け
ていたのは国家警察委員のブロサス女史。ブ
ロサス氏は 2017 年 9 月 14 日、東京品川プリ
ンスホテルで PJHH 運営に関する同意の覚
書に署名された１人（アジア刑政通信第 60
号 17㌻参照）。田中清隆副会長も署名した仲
で、再会を喜び合った。　（事務局・山口隼千）
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　平成 30 年８月 22 日から９月 21 日まで、
国連アジア極東犯罪防止研修所（アジ研）で、
「薬物使用者処遇の実務」研修に参加してい
る 25 名の内
①マレーシア行刑局　スハイザック・ビン・
アブ・ワハブ
②モーリシャス行刑局　ディパーク・ルーミ
シュ・グンノー
③香港矯正局　ユエン・タック・ラム
の３氏が９月１日（土）～２日（日）の２日
間来阪した。
　新大阪駅近くで自己紹介を兼ねた昼食会
後、恒例の研究会を近畿大学法科大学院で開

催した。同大学院では、「外国人法曹との研
修会」開催を大々的に宣伝しており、出席し
た大学院生も 30 名を超えた。研修員３人は、
それぞれ母国の刑事司法についてプレゼン
テーションを行い、参加した院生も、外国の
司法制度が我が国のそれと大きく異なること
を知るなど、教育効果も大きなものがあった。
　その後、大阪支部会員と夕食を兼ねた交流
懇談会を催し、それぞれが有意義な大阪での
体験を得たことに対し、研修員代表から謝意
が述べられた。
　翌日は早朝から、更生保護法人・和衷会に
赴き、施設の見学のあと、理事長・施設長と

大阪支部

第 170 回国際研修員を招いて

近畿大学法科大学院生たちと一緒に
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　アジア刑政財団大阪支部では、平成 30 年
10 月 18 日夕、梅田のホテルグランヴィア大
阪でレー・ミン・チベトナム最高人民検察院
長官以下８名を招いて、晩餐会を催しました。
　一行はプライベートな事情からホテルへの
到着が遅れ、大阪支部メンバーとして気懸り
であったものの、ホテルの会場に到着される
や、瀧代表幹事をはじめとする大阪支部の者
と固い握手、晩餐会が始まりました。
　瀧代表幹事からの歓迎の挨拶のあと、レー・
ミン・チ長官からは、温かいもてなしへの感
謝の気持ちを述べられ、日本とベトナムとの
経済交流について滔滔と語られ、日本とベト
ナムとが今や最も親密な関係にあることを述
べられました。
　会食は当支部とレー・ミン・チ長官との会
話を中心に進み、当支部原幹事が「日本酒は

百薬の長である」と説明すると、レー・ミン・
チ長官自ら酒ビンを持って原幹事の元に近寄
り、２人で日本酒で乾杯！　続いて一行全員
が原幹事等と日本酒で乾杯をするなど、大変
な盛り上がりとなりました。
　質問に答えるかたちで、レー・ミン・チ長
官はベトナムの刑事司法制度、特に最高人民
検察院の役割について述べられたが、その内
容は日本の最高検察庁のあり方とは全く異な
り、あらゆる司法組織に対する監視を最も大
きな任務にしているとの説明がありました。
　更に聴くと、それはソビエト連邦の検察制
度を継受したものとの説明があってようやく
理解でき、我が国の検察制度とは大きく異な
ることが分かりました。
　その後、双方からのプレゼント交換を経て、
レー・ミン・チ長官は大層のご満悦の中で、
別れを惜しみながら晩餐会を終えました。

晩餐会でのナイスショット
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ベトナム最高人民検察院
ご一行との晩餐会

熱心に質疑をしていた。また研修生が「たこ
焼」を食べたいと希望したので、急遽、理事
長の計らいで器具を用意し実演して頂き、研
修生達は大変感謝しながら完食した。午後か
らは、淀屋橋からアクアライナーに乗船し、

会員各位（お知らせとご報告）
　平成 30 年 11 月 22 日、当支部荒川会
長が急逝しました。当面財団設立当初か
ら携わっております、代表幹事瀧弁護士
が運営等を行いますので、よろしくお願
いいたします。

水の都大阪を川面から楽しみ、その後、梅田
のスカイタワー屋上から近郊の山々等を展望
し、予定の行事を無事に終え、別れを惜しみ
つつ夕方の新幹線で東京・昭島の研修所への
帰路についた。
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米朝関係と日本の安全保障の講演と交流会
ホテル 32 階で夜景を楽しみながら歓談

椋田支部長挨拶

講演会を聴講している広島支部会員

　広島支部は、多数の会員・会友の皆様が参
加の下、平成 30 年 11 月 15 日夜、リーガロ
イヤルホテル広島で、恒例の講演会・交流会
を開催しました。
　本年の講演会は、わが国を取り巻く緊迫し
た国際情勢をテーマとしたものでした。当支
部の椋田昌夫支部長の挨拶の後、元ＮＮＫ国
際放送局デスクを務められた立岩陽一郎氏
が「米朝関係報道に見る日本メディアの問題
～不明瞭な情報源に頼る報道は『フェイク
ニュース』だ～」と題し、講演をしました。
　トランプ政権の誕生以降の取材の経験を踏
まえ、いわゆるロシア疑惑が抱える核心的な
問題は何か？　トランプ政権には米朝・米中
との外交の方針があるのか？　など、鋭い分
析と考察で、大変興味深い講演となりました。
　続いて、元航空自衛隊航空教育集団司令官
（空将）を務められた平田英俊氏から「我が
国を取り巻く安全保障環境」の講演を頂きま
した。

　中国などの近隣諸国が日常的にわが国に領
空侵犯を繰り返している状況や、これに対
するわが国の航空自衛隊の活躍の状況など、
我々がなかなか知ることが出来ない、日本の
空の緊迫した情勢を、詳細なデータを交えな
がら話されました。
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　参加者の皆さんからは、お二人からもう少
しお話をお伺いしたかったという意見も頂戴
し、非常に興味深く有益な講演会となりまし
た。
　交流会は、リーガロイヤルホテル広島 32
階のダイヤモンドルームで、講師のお二人
と、本日の講師をご紹介頂いた元法務省矯正
局長・西田博氏に参加していただきました。
　広島を一望できる夜景を眺めつつ、当支部
の髙本孝副支部長代理の発声で杯を上げ、３
連覇を果たした広島カープの活躍、皆様の日

頃の近況などの話題に花を咲かせながら、会
員・会友の皆様と楽しい時間を過ごし、当支
部の横見真一副支部長代理の挨拶で結びとな
りました。
　会員・会友の皆様と過ごす楽しい時間が明
日への活力となればと思います。
　広島支部においては、今後も支部長の下、
皆様からご意見を賜りながら、有益で楽しい
講演会・交流会を開催して参りたいと思いま
すので、何卒ご協力のほどよろしくお願い致
します。

講師紹介する冨村副支部長 立岩陽一郎氏講演の様子 平田英俊氏講演の様子

左から 2 人目から稲川広島高検検事長、立岩陽一郎氏（講師）、平田英俊氏（講師）、椋田支部長
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　埼玉支部は 2018 年 7 月 27 日（金）さいた
ま商工会議所２Ｆホールにおいて埼玉県保護
司カウンセリング研究会と共催で夏季公開講
座を開催した。
　講師は国立大学法人宇都宮大学副学長藤井
佐知子氏。
　講演テーマは「変わる社会、変わる教育～
現状と今後の展望～」で、ポスト平成の希望
を握る鍵は①医療・介護の仕組みの改善（地
域力の力不可欠）、安心して生み育てられる
環境づくり（待機児童解消）②長時間労働の

解消、「同一労働同一賃金」の推進（非正規
雇用の縮減）、女性・高齢者・ハンディを抱
えた人など多様な人材にディーセント・ワー
ク（尊厳を守る労働）を提供することである
と述べられた。
　８月 17 日（金）～ 24 日（金）には海外視
察研修でケニア共和国に赴き、保護観察所訪
問、意見交換をし、昨年の世界保護観察会議
の際、埼玉支部が資金援助をし来日されたゼ
ブラ・ワンブアさんと感動の再会を果たした。
　今回の視察研修は元アジ研教官の角田亮会
員（現さいたま保護観察所次長）とＮＰＯ法
人「ケニアの未来」橋場美奈さんに尽力頂き
実現出来たものであり、改めて感謝を申し上
げる。
　９月 11 日（火）、第 170 回国際研修参加者
と埼玉支部主催意見交換会をホテルラフレさ
いたま５Ｆ「桃の間」で開催し、瀬戸毅アジ
研所長、山下輝年事務局長を含む 40 人が参
加した。研修参加者の自己紹介、意見交換、
プレゼント贈呈が懇親会の席で行われた。

ケニアでゼブラさんと感動の再会！
秩父踊りで盛り上がった研修参加者との交歓会

ケニアのムバウ保護局長を囲んで

夏季公開講座の様子
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　埼玉支部の長島裕会長代行が
2018 年 10 月 25 日に逝去されま
した。70 歳でした。ご冥福をお
祈り致します。

ケニアからの研修参加者とともにジャ
ンボ ブワナを歌いながら踊る長島裕会
長代行（中央）＝ 2011 年 2 月 25 日
撮影

冬季公開講座終了後の懇親会で村瀬先生を囲んで

全員で秩父音頭を踊る松本咲枝会員による健康体操の指導

長島裕会長代行逝去

　松本咲枝会員による健康体操実演・指導、
竹内芙美子副会長指導による秩父音頭は全員
が輪になって踊り大いに盛り上がった。
　12 月７日（金）冬季公開講座を埼玉県保
護司カウンセリング研究会と共催し、さいた
ま保護観察所集団処遇室で開催した。

　保護司の事例発表は栁寿美恵会員で、タイ
トルは｢すべてを失い再出発｣。自身の対象者・
対象者家族との体験を報告し、助言をアドバ
イザーの村瀬嘉代子（元日本臨床心理士会会
長）先生に頂き、会場からも質問等活発な討
論がなされた。
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第10回理事会
及び第６回評議
員会を開催

平成30年度支部実務担当者
会議の開催

　３月４日（月）東京霞が関の法曹会館で第
10 回理事会を開催した。

●第 10 回理事会審議事項
　決議事項１　�平成 31 年度事業計画及び収

支予算等について
　決議事項２　公益事業積立金について
　決議事項３　東京みのる会廃止について
　決議事項４　�評議員会（決議の省略の方法

による。）の招集について
（代表理事池口小太郎逝去に伴う後任理事及
び新たな理事の選任、並びに代表理事及び会
長等に関する定款規定（定款第22条、第23条、
第 30 条、第 40 条、第 47 条）の変更）
　報告事項　�平成 30 年度の活動状況等につ

いて

●第６回評議員会審議事項
（決議の省略の方法による）

（１）�定款の変更
��別紙「公益財団法人アジア刑政財団定款新
旧対照表」のとおり変更する。（別紙省略）
（２）��理事池口小太郎氏逝去に伴い、その後

任理事として、新庄一郎氏を理事に選任
する。

（３）�新たに、安田博延氏を理事に選任する。
（４）��新たに、佐々木知子氏を理事に選任す

る。
（５）�新たに、島岡聖也氏を理事に選任する。

　現行定款では理事定数下限が 12 名であり、
理事現在数も 12 名であったところ、2019 年
2 月 8 日、池口小太郎（堺屋太一）代表理事
会長の逝去により、定数を欠く事態に陥った。
　理事については、後任理事及び新任理事を
選任することで対応することとし、代表理事
会長については後任の選任が容易ではなく、
人選には相当の期間を要することが見込まれ
るところ、現行定款上は会長が必置であるた
め、会長を欠く定款違反の状態を続けること
は好ましくなく、この機会に代表理事会長に
ついては必置ではなく、適切な人物を得られ
るときに置くことができるよう定款を変更す
ることとした。その後、評議員会で定款変更・
新理事の選任が決議され、新理事は 3 月 25
日付けで就任した（登記済み）。

　平成 31 年２月 27 日（水）正午から支部実
務担当者会議が東京神田の学士会館で開催さ

れた。
●会議出席者
支　部　名古屋支部：山口隼千
　　　　埼玉支部：志村　厳
　　　　横浜支部：相澤正雄

新庄一郎氏

佐々木知子氏 島岡聖也氏

安田博延氏
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　　　　むくげ会：柳　永美
　　　　長野支部：山田　清
　　　　亀龍会：石橋利香
　　　　栃木支部：生井昭男
　　　　日本橋会：川瀬達也
　　　　期成会：狐崎麻男
アジ研　次長・石原香代、首席・藤田勇志
本　部　�理事長・日野正晴、副理事長・北田

幹直、評議員・堤哲、審議役・新庄
一郎、同・高井新二、同・安田博延、
事務局長・山下輝年、総務部長・松
田憲治、経理部長・市川美鈴、事業
部長・吉田弘之、主事・竹内陽子、
次期総務部長・鈴木祐三

●議題
　１　�財団の現状と今後の財政運営・収支予

算について
　２　�各支部の来年度の事業計画・収支予算

について
　３　支部活動の現状と問題点について
　４　要望その他連絡調整事項

●会議の状況
　本年は、正午から昼食を取った後会議を開

催したため、例年と異なり意見交換会は開催
できなかった。
　会議は、各支部から今年度の活動の取組予
定や現状が報告され、会員の高齢化や資金集
めに苦慮していることが共通の問題として提
起された。
　また、本部支部であるみのる会が３月末を
もって廃止予定であることも報告された。

左から山田清（長野）、山口隼千（名古屋）、アジ研石原香代次長、ＡＣＰＦ北田幹直副理事長、日野正晴理
事長、山下輝年事務局長、志村厳（埼玉）、相澤正雄（横浜）、柳永美（むくげ会）、石橋利香（亀龍会）、生
井昭男（栃木）、川瀬達也（日本橋会）、狐崎麻男（期成会）の各氏＝ 2019 年２月 27 日、学士会館で 

千葉景子評議員に旭日大綬章

４月１日より新体制
　松田憲治総務部長が３月 31 日付けで退職
し、後任に４月１日より鈴木祐三（すずきゆ
うぞう）氏が総務部長に着任しました。よろ
しくお願いいたします。

　千葉景子評議員
（元法務大臣）＝
写真＝は 2018 年
秋の叙勲で旭日大
綬章を受章しまし
た。
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アジ研汚職防止研修における
企業等との意見交換会開催

　アジ研が実施した第 21 回汚職防止刑事司
法支援研修の中で、平成 30 年 11 月１日「日
本企業の汚職・腐敗対策への取り組み」とい
うテーマで、都内の法人企業等の関係者と研
修参加者との意見交換会が行われた＝写真。
　研修参加者は、ブラジル、カンボジア、エ
ジプト、カザフスタン、ケニア、ラオス、マ
ダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディ
ブ、モザンビーク、ミャンマー、ネパール、
ニジェール、パキスタン、パ
プアニューギニア、フィリピ
ン、シエラレオネ、スリラン
カ、スーダン、タジキスタン、
東ティモール、ウクライナ、
ウズベキスタン、ベトナム、
ジンバブエ、日本の計 27 か
国の裁判官、検察官、汚職対
策機関等らの職員。
　当日は、午後３時からアジ
研の国際会議室Ａで一般社団
法人グローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパンの事
務局長大塲恒雄氏が腐敗防止

　訃　報
▽埼玉支部　長島　裕会長代行

　平成 30 年 10 月 25 日逝去（享年 70）
▽大阪支部　荒川洋二会長　　

　平成 30 年 11 月 22 日逝去（享年 83）

堺
屋
太
一
氏

長
島
　
裕
氏

荒
川
洋
二
氏

鈴
木
　
實
氏

等のグローバルな課題に対する民間企業の積
極的・主体的な取組を求める国連グローバル・
コンパクトの枠組みや日本企業による取り組
みの現状について講義。
　続いて、それぞれの企業で法務実務に携
わっている㈱東芝法務部長和田あゆみ氏と㈱
良品計画法務部一色由香氏が、企業リスク管
理の観点から汚職規制と企業の対応の在り方
について、それぞれの知見を踏まえ自社の実
践的汚職対策等について紹介した。
　その後質疑応答や講師・参加者間で意見交
換会が行われ、日程を無事終了した。

▽本部　堺屋太一会長　　　
平成 31 年２月８日逝去（享年 84）

▽本部支部みのる会　鈴木　實会長　
平成 31 年２月 22 日逝去（享年 97）
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大
村
智
さ
ん
（
左
）
と
絹
谷
さ
ん

　財団の理事でもある文化功労者で洋画家の
絹谷幸二先生。昨年９月に日中平和友好条約
締結 40 周年を記念して北京精華大学で「愛
と祈り・豊穣の翼」展、12 月から 2019 年１
月にかけて北海道立近代美術館で個展と、八
面六臂の活躍である。
　昨年 10 月の日本橋高島屋展では、ノーベ
ル賞受賞者大村智さん（83 歳）もお見えに
なった。大村さんは韮崎大村美術館（山梨県
韮崎市）を設立し、自ら館長をつとめている。

絹谷幸二画「国際貢献カレンダー」2020
会社名入りも作ります、ご注文を！

◇
　絹谷先生の作品で好評の「国際貢献カレンダー」2020 年版も発行が決まりました。例年通り「名
入れカレンダー」の注文にも応じます。
　ニューヨークとウィーンの国連をはじめ財団の海外支部などに贈り、喜ばれています。
　財団事務局（TEL�042-543-7725、FAX�042-543-7726、E-mail：info@acpf.org）へ申し込みをお
願いします。1部、協賛金 1,500 円です。ご協力をお願い致します。
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<年会費> 　  　 公益財団法人アジア刑政財団

個人会員：1口　10,000円(1口以上)   　   本部事務局

法人会員：1口 100,000円(1口以上) 〒196-0035　東京都昭島市もくせいの杜2-1-18

国際法務総合センター　アジ研・法総研棟2階

 　   　　　   　　TEL：042-543-7725　FAX：042-543-7726

法
　
人
　
会
　
員

会
社
名

ふりがな

代
表
者
名

ふりがな

役職・氏名

担
当
者
名

ふりがな

部署
・

役職
氏名

住
所

　　〒

　　〒

TEL　　　（　　　　　） FAX　　　（　　　　　）

送
付
先

※ご希望の送付先(会報等)に○をつけてください

勤務先 自宅

TEL　　　（　　　　　） FAX　　　（　　　　　）

E-mail

公益財団法人アジア刑政財団　賛助会員入会申込書

入会年月日 平成　　　　年　　　月　　　日

個
　
人
　
会
　
員

氏
名

ふりがな

住
所

　　〒

TEL　　　（　　　　　） FAX　　　（　　　　　）

E-mail

勤
務
先

勤務先名

部署・役職

公益財団法人アジア刑政財団本部事務局
　〒 196-0035　
　東京都昭島市もくせいの杜 2-1-18
　国際法務総合センター
　アジ研・法総研棟 2階
　TEL：042-543-7725　FAX：042-543-7726
　e-mail：info@acpf.org

【年会費】
 ＜個人会員＞
　1 口　10,000 円 (1 口以上 ) 
 ＜法人会員＞
　1 口 100,000 円 (1 口以上 ) 



ウィーンの「鳳凰来儀」について
　ウィーン（オーストリア）国連国際センター 1階の円形大ロビー・
ロトンダに、アジア刑政財団が国連創設 50 周年を記念して １９９６（平
成８）年に寄贈した故吉田左源二画伯の「鳳凰来儀」の大作が設置
されている。タテ２．４㍍×横７．２㍍。
　同センターの芸術作品を紹介する冊子の表紙にも、この「鳳凰来
儀」を中心としたロトンダの写真が掲載されている（写真左）。
　「この世に平和が満ち、正義が支配するとき、霊鳥・鳳凰が地上
に飛来する」（礼記）と脇の銘板に説明がある。
　国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、このセンターに入っている。


